
･生徒のつまづき ○学級担任・教科担任・その他 ・小中連携

･保護者の困り感 　　不登校対策教室・SC・SSW ・中高連携

・学級や授業での気づき・観察 ・岡山県健康の森学園

・教育相談・アンケート ・新見公立大学

・アセスメントシートや心理検査 ・市研修所研修

○養護教諭

医療・福祉機関 ・健康観察・保健室の様子 公的関係機関
・医療機関 ・市教育委員会

・クリニック ・市特別支援センター

・NPO法人 ・市子ども福祉課

・スマイル ・県総合教育センター

・児童相談所　等

SC/SSW
通級支援担当

校長・教頭・生徒指導主事・学年主任

・養護教諭・特別支援学級担任

特別支援教育コーデイネーター 情報
指導方針の連絡

特別な支援が必要な生徒の把握
必要とする支援の検討

情報の共有・共通理解

成果と課題等の情報を発信

 教育実践の場

通常学級での指導 特別支援学級での指導

・実態把握・情報収集 ・一人ひとりのニーズに応じた指導・支援

・早期発見・早期支援 ・このニーズに応じた板書・指導法の工夫

・｢分かる｣｢できる｣授業の実践 ・進路をふまえた指導(学力の向上)

・互いの違いを認めあい、支えあう　授業の ・個別の教育支援計画・指導計画の作成

　実践(共同学習、ユニバーサルデザイン)

・少人数指導・個別指導による学力の向上

　

令和３年度　特別支援教育体制

特別支援教育コーディネーター

 特別支援教育の実践の場

職員会議

 交流学習

教育機関(異校種連携)生徒・保護者 教師の気づき

特別支援教育校内委員会
 (就学指導委員会)

通級教室による支援

ケース会議



令和３年度 特別支援教育の進め方 

 

１ ねらい 

  ・全職員が支援の必要な生徒について理解し、共通の理解のもとに、学校全体   
で支援体制をとれるようにする。 

  ・支援の必要な生徒について、校内委員会を中心に個別の支援計画・指導計画  
（支援方法や支援体制の計画）を立て、支援していく。 

 

２ 方法 

 （１）校内研修 

   ・生徒理解会議（４月、５月、９月、１月） 

   ・生徒の実態把握と支援の手立てについての検討 

     

 （２）特別支援校内委員会(就学指導委員会) 

   ・委員：校長、教頭、教務、生徒指導主事、養護教諭、特別支援担当、         
特別支援コーディネーター、各学年主任（必要に応じて該当生徒の       
学級担任） 

   ・個別の教育支援計画、指導計画の作成→実施→修正→評価 

   ・将来を見通した早めの進路指導 

 

 （３）ケース会議（場合により専門機関・保護者を含めて） 

   ・１０年先を見通して、早めの進路指導 

   ・保護者の気持ちを受け止め、共に支援方法を考え、保護者への支援体制     
をつくる。 

 

 （４）関係機関との連絡・調整 

   ・特別支援コーディネーターを中心に連携をとる。 

      ・自立支援については、新見市特別教育支援センターと連携を図り、通級 

    指導を進めていく。 

 

 （５）特別支援コーディネーターの役割 

① 校内委員会の推進 

② 保護者に対する相談窓口 

③ 学級担任への支援 

④ 関係教員(養護教諭・生徒指導主事・スクールカウンセラー・スクー 

  ル・ソーシャル・ワーカー)との連携 

⑤ 外部関係機関や医療・福祉機関との連携 

    ( 岡山県健康の森学園、新見市特別支援教育支援センター 新見市教育委員会 

    各小学校 各高等学校 医療機関 NPO 法人 保健師 他 ) 

 

３ その他 

  ・障がいという言葉にとらわれず、生徒の「困り感」にたっての支援をする。 

  ・どの生徒も安心して過ごせる学級づくりをしていく。（環境づくり） 

  ・誰にでもわかる授業づくりを工夫する。(授業のユニバーサルデザイン化) 

  ・校内研修や情報交換などを通して理解を深め、全員で支援できる体制づくり 

   を進める。 


